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 市営住宅の通年募集
� （募集団地一覧の更新） 

  対  事前に指定した入居促進住宅（エ
レベーターのない団地や棟で、入居率
がおおむね8割以下の住宅や、募集を
行っても入居がなかった住宅） ※11
月4日（火）から市ホームページに一
覧を掲載。
【申込】  日  11月7日（金）：①午前9時半
～正午②午後1時～4時／10日（月）
以降：午前9時～午後4時  場  7日（金）
①：国際交流会館（5階大広間A・B）／
7日（金）②および10日（月）以降：市営
住宅管理センター（市庁舎9階）  申  11
月7日から先着順
【共 通】  問  中 央・北・西 区（☎ 327-
5101）、東・南区（☎311-7833）
詳しくは、市ホーム

ページへ。
通年募集団地につい

てはこれまで通り申し
込みを受け付けます。
� （市営住宅課　☎328-2461）

 国民年金保険料の控除証明書は
年末調整や確定申告で必要です 

国民年金保険料を納付した方へ、日
本年金機構から「社会保険料（国民年
金保険料）控除証明書」が送付されま
す。年末調整や確定申告の際には必ず
この証明書（または領収証書）を添付
してください【送付時期】1月1日～9
月30日に納付した方：11月上旬／10
月1日～12月31日に今年初めて納付
した方:来年2月上旬  問  ねんきん加入
者ダイヤル〔☎0570-003-004（ナビ
ダイヤル）〕、050から始まる電話の場
合〔☎03-6630-2525〕 ※つながり
にくい場合は、熊本西年金事務所国民
年金課〔☎353-0142（自動音声案内
「2」→「2」）〕へ。
� （国保年金課　☎328-2280）

 合併処理浄化槽で環境保全を  
合併処理浄化槽は、単独処理浄化槽

よりも処理能力が高く、環境への負荷
が小さいのが特徴です。本市では、単
独処理浄化槽から合併
処理浄化槽に転換する
方へ補助を行っていま
す。詳しくは、市ホーム
ページへ。

単独処理
浄化槽

合併処理
浄化槽

処理排水 トイレ
のみ

生活排水
全て

処理能力 65% 90%
放流水質
（BOD量※） 32g 4g

処理能力や放流水質は、機種によっ
て差があります。
※BOD…�水の中の汚れ（有機物）がど

れくらいあるかを示すもの。
� （浄化対策課　☎328-2366）

 ロアッソ熊本と連携した
人権啓発イベント  

  日  11月2日（日）午後2時キックオフ 
  場  えがお健康スタジアム  内  ①4
ゲート入口で、ロアッソ熊本の選手た
ちをプリントしたクリアファイルを
配布（先着1,500人）②本市人権啓発
キャラクターのラブミンたちによる
人権啓発イベント
※入場にはロアッソ熊本のホーム
ゲームのチケットが
必要。
詳しくは、市ホーム

ページへ。
� （人権政策課　☎328-2333）

 第68回ヒューマンライツ・シ
アター（人権映画会）� 　無料　 

  日  12月14日（日）①午前10時半～②
午後2時半～  場  Denkikan（中央区新
市街8番2号）  題  『長いお別れ』（2019
年 127分 日本語字幕あり）  内  ゆっ
くり記憶を失っていく父との7年間
の末に、家族が選んだ新しい未来とは 
  定  各140人（先着順） ※1回の申し込
みは5人まで。 ※参加は①②のどちら
か1回。 ※12月8日（月）までに参加券
を郵送。  申  11月5日か
ら電話（☎334-1500）
またはホームページ
（higomaru-call.jp）で

ひごまるコールへ
� （人権政策課　☎328-2333）

 令和8年度熊本市市民公益活動
支援基金助成事業（仮）募集  

  期  11月10日（月）午前9時～12月9
日（火）午後5時  内  NPO法人やボラン
ティア団体の皆さんが行う公益的な
活動の支援
スタートアップ助成：
� 上限10万円 対象経費の10/10
ステップアップ助成：
� 上限25万円 対象経費の2/3
※申請には事前に「団体登録」が必要。
  申   問  熊本市市民活動支援センター・
あいぽーと（☎ 366-
0168）
詳 し く は 、ホ ー ム

ページへ。
� （地域政策課　☎328-2036）

 119番通報のポイント  
119番に通報する時は、指令員の質問

に落ち着いて答えるようにしましょう。
①「火事ですか、救急ですか」
「火事です」「救急です」のどちらか
を伝えてください。

②「場所はどこですか」
「○区○町○丁目○番○号○○です」
（アパート等であれば部屋番号まで）
※屋外等で住所が分からない時は
目印になるもの（近くの建物の名
前・橋の名前・交差点・バス停な
ど）を伝えてください。

③「どのような状況ですか」
「てんぷら油から出火しました」
（燃えているもの、逃げ遅れの状況など）
「交通事故でけが人がいます」
（意識・呼吸の状態やけがの状況など）
※すでに近くの消防車、救急車が要
請場所に向かっていますので具
体的に伝えてください。

④口頭指導（応急手当等の指示）
消防隊等が到着するまでの間、必

要な初動対応や応急手当の方法を
伝えます。

⑤通報者等の連絡先
詳細な情報を聞くために折り返

し連絡をすることがあります。
・間違えて通報した場合
「間違えました」と伝えてください。

電話が切れ内容の確認ができな
い場合は、消防車や救急車を出場さ
せる場合があります。

・異なる場所から通報する場合
近年、「知人が体調不良なので救急

車を出してほしい」など、災害場所と
は異なる場所から通報する「依頼通
報」が増えています。

住所や連絡先、詳しい状況等がわか
らないと、出場までに時間がかかります。
可能ならば、本人またはそばにいる

方が119番通報するようにし、やむを
得ず依頼通報する場合は「救急車が必
要な方の住所・電話番号」を事前に確
認して通報するよう協力をお願いし
ます。
�（消防局情報司令課　☎364-6557）

 11月29日は
熊本市消防避難訓練の日です  

昭和48年の大洋デパート火災の経
験および教訓を風化させず、防火意識
の向上と火災に対する備えの充実を
図るため11月29日を「熊本市消防避
難訓練の日」と定めました。
市民の防火意識向上の取り組みと

して消防訓練とパネル展を行います。
・熊本桜町ビル総合消防訓練
  日  11月13日（木）午前9時～
  場  熊本桜町ビル

・熊本市消防避難訓練の日パネル展
  日  11 月 25 日（火）～ 28 日（金） 
  場  熊本市広域防災センター（中央
消防署内）、市庁舎

また、11月9日（日）～15日（土）に、秋
季全国火災予防運動が実施されます。
空気が乾燥し、火災発生の危険性が

高まる季節です。火の取り扱いには十
分注意してください。
一人ひとりのこころがけで、火災の

ない安全な街づくりを目指しましょう。
� （消防局予防課　☎363-0263）

 市場公募債（熊本市債）を
発行します  

  期  【募集期間】11月12日（水）～20日
（木）【発行日】11月28日（金）  内  発行
額：100億円／償還条件：10年満期一
括償還／利率：固定金利／利払日：年
2回（毎年5月28日、11月28日）／購
入単位：1万円～（1万円単位）
取扱金融機関など詳しくは、市ホー

ムページへ。
� （財政課　☎328-2085）

 
マイナンバーカードを利用し
たコンビニ交付サービスの一
時停止について

 

システムメンテナンスのため、証明
書のコンビニ交付サー
ビスを一時停止します。
  期  11月19日（水）、予
備日26日（水）
� （戸籍住民課　☎328-2067）

お知らせ掲示板お知らせ掲示板

 くらし 

犯罪被害者等に関する人権問題
誰もがある日突然、犯罪に巻きこまれ被害者となってしまう可能性があ

ります。これは決して他人事ではありません。
犯罪被害に遭われた方やそのご家族・ご遺族の多くは、犯罪そのものによ

る被害のみならず、精神的なストレスや心身の不調に加え、捜査や裁判等に
よる時間的制約や思わぬ経済的負担、周囲からの配慮に欠ける言動や心な
い誹謗中傷など、様々な二次被害に苦しまれています。
しかしながら、これらの問題は、被害者だけの力で解決することは難し

く、多くの社会的支援が必要となります。
そこで、私たち一人ひとりにできることは、被害者の置かれた現状を十分

に「理解」し、被害者の心に「寄り添い」、被害者が望むときに「支えていく」こ
とです。
被害者が一日も早く、住み慣れた地域で平穏な生活を取り戻していくた

めに、身近に暮らす住民が率先して支援の輪を広げなければなりません。そ
して、すべての人が安心して暮らすことができる『犯罪のない明るい地域社
会』を作っていきましょう。
� （人権政策課　☎328-2333）
犯罪被害者週間（パネル展示）
犯罪被害者週間に合わせてパネル展示を行います。本市では、誰もが安心

して暮らせる地域社会の実現を目指し、令和5年9月に「熊本市犯罪被害者
等支援条例」を制定しました。この機会に、犯罪被害者等の実
情や、自分にできる支援について考えてみませんか。
期日　11月25日（火）～12月1日（月）　　場所　市庁舎1階
条例など詳しくは、市ホームページへ。
� （生活安全課　☎328-2397）

 くらしの中の人権 143

　

【第6回】
自転車で横断歩道を通行する際、

歩行者の通行の妨げとなる場合は、
徐行しなければならない。〇か×か。

答え、解説は20ページ� （地域交通支援課　☎328-2259）

 　毎月確認！自転車の交通ルール 
歩
行
者

自
転
車
専
用

高校3年生までのこどもを
対象とした「ヘルメット購
入補助」を実施中！➡

 マイナンバーカードセンター（大劇会館）、マイ
ナンバーカード東区サテライト（サンピアン）の
休業・開業日について（11月） 
11月16日（日）は、システムメンテナンスによる休業日です。
その他の休業日は、市のホームページ「休業・開業日カレン

ダー」に掲載しています。
問い合わせ先�　�熊本市マイナンバーカードコールセンター（☎277-1869）
� （戸籍住民課　☎328-2067）
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